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本補助金は、経済産業省が定めた住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金
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１．事業の趣旨 

（１）背景 

我が国の民生業務部門のエネルギー需要は、一貫して増加してきており、ＣＯ２削減、省エ

ネルギー対策が喫緊の課題となっています。民生部門において大きなエネルギー需要を占める

空調分野においては、近年大きな省エネルギー効果の得られるヒートポンプ技術を用いた高効

率空調機の普及が始まり、一層の普及を目指す必要があります。 

（２）目的 

このような背景を踏まえ、一般社団法人日本エレクトロヒートセンター（以下、「センター」

という）は、経済産業省からの補助金の交付を受けて、省エネルギー意識を高揚させるため、

個々に高い省エネルギー性が認められ、かつ政策的に導入促進を図るべき建築物等の高効率空

調機導入に対して支援を行うことで、総合的な省エネルギー対策を実施します。 

２．事業の内容 

（１）補助対象事業 

高い省エネルギー性が認められる高効率空調機（蒸気圧縮式のヒートポンプ技術を用いた空

気調和設備の室外機あるいは熱源機）を、民生・業務用途の建築物等に導入する法人又は個人

に、その経費の一部を補助します。空調機の用途は保健用空気調和を対象とし、産業用途（倉

庫空調・工場空調等）は対象外です。 

（２）補助対象機器 

補助対象となる高効率空調機は、メーカーの機器仕様書等が、以下の要件を満足する空調用

途に用いられる蒸気圧縮式のヒートポンプ技術を用いた空気調和設備の室外機あるいは熱源機

とします。 

① 当該事業で導入する機器単体の冷房（冷却）能力が２８ｋＷ以上であること。 

② 冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。 

③ 表１の分類において、エネルギー消費効率を一次エネルギー換算した値（以下、「ＣＯＰ」

という）（注１）が、各々表１に示す数値以上であること。 

（表１）高効率空調機の分類とＣＯＰ基準表 

分類 基準ＣＯＰ 

空冷機器 
チリングユニット １．３２ 

ビル用マルチエアコン等 １．４４ 

水冷機器 
チリングユニット １．８９ 

ターボ冷凍機 ２．２１ 

（参考）エネルギー消費効率の基準表（電動式の場合）※ 

分類 基準エネルギー消費効率 

空冷機器 
チリングユニット ３．５８ 

ビル用マルチエアコン等 ３．９０ 

水冷機器 
チリングユニット ５．１２ 

ターボ冷凍機 ５．９９ 
※機器能力（単位：kW）÷消費電力（単位：kW） 
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（注１） ＣＯＰの算出方法 

 冷房専用 ：ＣＯＰ＝ Ｃ÷（Ｅｃ＋Ｎｃ） 

 冷暖房兼用 ：ＣＯＰ＝｛Ｃ÷（Ｅｃ＋Ｎｃ）＋Ｈ÷（Ｅｈ＋Ｎｈ）｝÷２ 

Ｃ：冷房（冷却）能力（単位：kW）、Ｈ：暖房（加熱）能力（単位：kW）（注２） 

Ｅｃ：冷房（冷却）ガス消費量（単位：kW）※３、Ｅｈ：暖房ガス消費量（単位：kW）（注３） 

Ｎｃ：冷房（冷却）消費電力を 1kWh につき 9,760kJ として１次エネルギーに換算した値（単位：kW）（注２） 

Ｎｈ：暖房（加熱）消費電力を 1kWh につき 9,760kJ として１次エネルギーに換算した値（単位：kW）（注２） 

（注２） 冷房（冷却）能力・冷房（冷却）消費電力、暖房（加熱）能力・暖房（加熱）

消費電力、については、別表１～４に規定された温度条件で測定された値とし

ます。また、周波数は５０ｈｚ仕様での値とします。 

（注３） 冷房燃料消費量、暖房燃料消費量については、日本工業規格 B8627-2 附属書   

４（規定）ガス消費量試験方法の規定する方法に準拠して測定することとしま

す。なお、消費電力及びガス消費量については、下記温度条件において当該機

器が消費したすべてのエネルギー量とします。 

（別表１）チリングユニット（空冷式）の温度条件（単位：℃） 

 
供給する冷温水 外気温度条件 

入口水温 出口水温 乾球温度 湿球温度 

冷却能力 １２ ７ ３５ ２４※ 

加熱能力 ４０ ４５ ７ ６ 

（別表２）ビル用マルチエアコン等の温度条件（単位：℃） 

 
室内側吸込空気温度 室外側吸込空気温度 

乾球温度 湿球温度 乾球温度 湿球温度 

冷房能力 ２７ １９ ３５ ２４※ 

暖房能力 ２０ １５ ７ ６ 

（別表３）チリングユニット（水冷式）の温度条件（単位：℃） 

 
供給する冷温水 冷却水温度条件 

入口水温 出口水温 入口水温 出口水温 

冷却能力 １２ ７ ３０ ３５ 

加熱能力 ４０ ４５ １５ ７ 

（別表４）ターボ冷凍機の温度条件（単位：℃） 

 
供給する冷温水 冷却水温度条件 

入口水温 出口水温 入口水温 出口水温 

冷却能力 １２ ７ ３２ ３７ 

加熱能力 ４０ ４５ １２ ７ 

※熱源側の熱交換器に水を噴霧するなどの潜熱を利用する機器の場合 
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（３）補助対象事業者 

補助対象事業者は、建築物等に高効率空調機を設置・所有しようとする法人又は個人（地方

自治体を含む）です。なお、リース等を利用する場合（注４）は、リース等事業者が申請者と

なります。また、ＥＳＣＯ事業を利用しＥＳＣＯ事業者が高効率空調機を設置・所有する場合

は、ＥＳＣＯ事業者が申請者となります。 

（注４） リース等を利用する場合、リース料から補助金相当分が減額されていることを証明

できる書類を提出することが必要となります。また、リース契約については、導入

設備の法定耐用年数（複数の場合は最長のもの）の間使用することを前提とした契

約とすることを原則とします。 

（４）補助対象経費 

① 一般の場合 

補助対象となる経費（補助対象経費）は、高効率空調機本体に係る機器購入費用と従来機

の機器購入費用との差額となります。室内機、補機類及び基礎架台、設置工事等に係る費用

は含まれません。 

消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は補助の対象外となります。 

補助対象経費＝高効率空調機本体に係る機器購入費用－従来機の機器購入費用  

従来機の機器購入費用は、表２に定める従来機の冷房能力当たりの機器費（単位：千円/RT）

に、当該申請の高効率空調機の冷房能力（単位：RT）※を乗じて算出するものとします。 

従来機の機器購入費用＝従来機の冷房能力当たりの機器費（円/RT）×冷房能力（RT）※ 

※冷房能力（RT）＝冷房能力（kW）×860（kcal/kWh）÷3,024（kcal/h） 

（表２）従来機の冷房能力あたりの機器費 

分類 従来機の機器費 

空冷機器 
チリングユニット ５１千円／RT 

ビル用マルチエアコン等 １０２千円／RT 

水冷機器 
チリングユニット ２３千円／RT 

ターボ冷凍機 ３９千円／RT 

② 既設（リニューアル）の場合（注５） 

補助対象となる経費（補助対象経費）は、高効率空調機本体に係る機器購入費用となりま

す。室内機、補機類及び基礎架台、設置工事等に係る費用は含まれません。 

及び消費税等は補助の対象外となります。 

補助対象経費＝高効率空調機本体に係る機器購入費用  

（注５）既設（リニューアル）とは、次の（ａ）・（ｂ）の両方を満たす場合とします。 

（ａ）現在設置されている空調機（以下既設空調機）を高効率空調機に代替し、かつ、

その総冷却能力が新たに設置する高効率空調機の総冷却能力の７０％以上であ

り、それを証明する書類（メーカー発行カタログ、仕様書等）が提出できるこ

と。 

（ｂ）既設空調機の撤去を証明する証拠書類（撤去工事の契約書、産業廃棄物処理

契約書等）が提出できること。 
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（５）補助率 

補助金額は、補助対象経費の１／３とします。 

補助金額＝補助対象経費× １／３ 

（６）補助上限額 

  ① 冷凍能力あたりの補助上限額 
冷凍能力あたりの補助上限額は、表３＜一般の場合＞、又は表４＜既設（リニューアル）

の場合＞に定める冷房能力当たりの補助上限額に、当該申請の高効率空調機の冷房能力を乗

じて算出するものとします。 

補助上限額＝冷房能力当たりの補助上限額（円/RT）×冷房能力（RT） 

（表３）冷房能力あたりの補助上限額＜一般の場合＞ 

分類 補助上限額 

空冷機器 
チリングユニット ４５千円／RT 

ビル用マルチエアコン等 ４千円／RT 

水冷機器 
チリングユニット ２５千円／RT 

ターボ冷凍機 ４２千円／RT 

（表４）冷房能力あたりの補助上限額＜既設（リニューアル）の場合＞ 

分類 補助上限額 

空冷機器 
チリングユニット ６２千円／RT 

ビル用マルチエアコン等 ５千円／RT 

水冷機器 
チリングユニット ３３千円／RT 

ターボ冷凍機 ５５千円／RT 

  ② 申請単位での補助上限額 

    一申請における補助上限額は、１５百万円とします。 

    ・本事業における申請は、同一申請者（空調機所有予定者）において、同一建物内

空調機の申請を一件とし、同件名においての申請（補助金交付）は本事業中、一

度限りとします。 
 
 

（７）事業期間 

原則単年度事業とします。 
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３．事業のスキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．公募について 

（１）公募方法 

センターのホームページに公募記事を掲載します。アドレス（http://www.jeh-center.org/） 

 
（２）公募期間 

 [１次公募期間] 

平成２２年 ４月１２日（月）～ 平成２２年 ５月２１日（金）１７：００必着 

 [２次公募期間] 

平成２２年 ６月 ７日（月）～ 平成２２年 ７月 ９日（金）１７：００必着 

（３）提出先及び問合せ先 

一般社団法人日本エレクトロヒートセンター 

補助事業部 高効率空調機事業担当 

〒１０３－００１４ 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目２８番５号 蛎殻町Ｆビル３階 

電話：０３－５６４２－１７４０  ファックス：０３－５６４２－１７３４ 

お問い合わせ時間（厳守願います。）：平日 9:30～11:30、13:00～17:00 

（４）提出方法 

原則郵送とします。締め切り日に必着とし、締め切り時間以降に到着したものについては受

理いたしません。 

交付

決定

センター 

経済産業省 

補助事業者 

補助 

公募 交付

申請

審査委員会 

実績

報告

補助金

交付 

交付

申請
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（５）提出書類 

補助金の交付を希望する申請者は、公募期間中に以下の書類をセンターに提出して下さい。

補助金交付申請書につきましては、交付規程からコピーしてお使いいただくか、センターの

ホームページからダウンロードしてお使い下さい。なお、提出された書類につきましては返

却いたしません。 

＜一般の場合＞ 
① 補助金交付申請書（様式第１－１） 
② 補助対象機器の見積書（本体価格と消費税等を明記すること） 
③ 補助対象機器の仕様書 
④ 補助対象機器を含む設計図面等（設置場所ならびに空調用途が確認できるもの） 

  ⑤ 申請者の印鑑証明書又は登記簿謄本（発行日以降３ヶ月以内のもの） 
＜既設（リニューアル）の場合＞ 

① 補助金交付申請書（様式第１－２） 
② 補助対象機器の見積書（本体価格と消費税等を明記すること） 
③ 補助対象機器の仕様書 
④ 補助対象機器を含む設計図面等（設置場所ならびに空調用途が確認できるもの） 

  ⑤ 申請者の印鑑証明書又は登記簿謄本（発行日以降３ヶ月以内のもの） 
⑥ 既設（リニューアル）であることを証するための以下の書類 
・改修計画図：既設空調機設置図面、系統図等 
・既設空調機仕様書：撤去する既設空調機の冷却能力が記されたメーカー発行の納入    
仕様書、カタログ等 

・既設空調機の設置状況を示す写真 
・既設空調機が設置されている建物の登記簿謄本（発行日以降３ヶ月以内のもの） 
・既設空調機のＣＯＰ・効率が分かる場合、それを証明できる書類（仕様書、カタロ

グ等）およびＣＯＰ計算書 
＜リースの場合＞ 

一般の場合、既設（リニューアル）の場合、各々について下記の書類を追加 
・補助対象機器に関するリース料金計算書（補助金額相当が減額されていることを明

示すること） 
・補助対象機器に関するリース契約書（案） 

 
（注６）申請者は、交付規程第１６条に定める範囲において、手続きの代行を依頼すること   
    が可能です。 
（注７）捺印については、個人の場合は実印、法人の場合は法人登録印として下さい。 
（注８）審査に当たって別途資料の提出を請求することがあります。 
（注９）本補助事業に伴い、センターが取得した個人情報は、以下の目的に利用いたします。 

（ただし、法令等により定められている場合を除きます） 
・「平成 22 年度住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入支援事業費補助金事業」に   

係る業務 
・高効率エネルギーシステム普及促進に資する調査業務 
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５．審査及び交付の決定について 

（１）評価項目 

①機器性能 

機器単体のＣＯＰで評価します。 

②原油削減量 

原油削減量については以下の条件により算出し評価します。 

 

原油削減量＝従来機原油使用量（kl/年）－高効率機原油使用量（kl/年） 

従来機原油使用量＝Ａ（kW）÷Ｂ×Ｄ（h）×3,600（kJ/kWh）×0.258×10－７（kl/kJ） 

高効率機原油使用量＝Ａ（kW）÷Ｃ×Ｄ（h）×3,600（kJ/kWh）×0.258×10－７（kl/kJ） 

Ａ ：冷房（冷却）能力、暖房（加熱）能力（単位：kW） 

  ２.（２）③ 別表１～４の条件にて測定された値 

Ｂ ：従来機のＣＯＰ（注） 

分類 従来機のＣＯＰ 

空冷機器 
チリングユニット １．１０ 

ビル用マルチエアコン等 １．２３ 

水冷機器 
チリングユニット １．５８ 

ターボ冷凍機 １．８５ 

（注）既設（リニューアル）の場合で、既設空調機のＣＯＰ・効率を算出可能である場合

には、その値を用いることができます。その場合は、既設空調機のＣＯＰ・効率の

算出根拠を証明できる書類（仕様書、カタログ等）の提出が必要です。 

 

Ｃ ：ＣＯＰ 

  ２.（２）③の計算式により算出された値 

Ｄ ：全負荷相当時間（ｈ） 

全負荷相当時間 
冷房時 ８００ｈ 

暖房時 ５００ｈ 

③費用対効果 

原油削減量を高効率空調機本体に係る機器購入費用で除した値で評価します。 
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（２）審査方法 

学識経験者を含む関係分野の専門家で構成された審査委員会に諮り、評価項目に従って

審査します。 

（３）補助事業の選定 

審査委員会の審査をふまえ事業目的に合致した補助事業者を選定します。 
なお、採択の経過等に関する問い合わせには応じられません。 

（４）交付の決定について 

審査の結果採択された事業者には、センターより、交付決定通知書（様式第２）が送付

されます。 

６．補助事業の実施方法について 

（１）補助事業の開始について 

補助事業者は、必ず交付決定後（交付決定通知書（様式第２）に記載される日以降）、

設置工事を着工して下さい。 

（２）補助事業の計画変更等について 

補助事業の実施中に、事業内容の変更等の可能性が生じた場合は、あらかじめ計画変

更等承認申請書（様式第４）をセンターに提出し、その指示に従って下さい。なお、計

画変更等承認申請書の提出期限は、平成２３年１月２８日までとします。 

（３）補助事業の遅延等について 

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、

又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに遅延等報告書（様式第６）をセン

ターに提出し、その指示に従って下さい。なお、遅延等報告書の提出期限は、平成２３

年１月２８日までで、事業完了日は平成２３年３月４日までとします。 

（４）補助事業の完了について 

補助事業者が設置工事を完了し、かつ支払いが完了した時点が、補助事業の完了とな

ります。 

（５）実績報告及び補助金額の確定について 

補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から３０日以内又は平成２３年

３月４日のいずれか早い日までに、以下の書類をセンターに提出してください。 
① 実績報告書（兼支払請求書）（様式第８） 
② 設置工事完了証明書（兼導入機器費領収金額証明書）（様式第９） 
③ 申請者の導入機器費における支払確認できる書類（振込証明書等） 

 （代金一括支払等の場合は、機器代金の判る内訳書（契約書等）を添付） 
④ 補助対象機器の納入仕様書（製造番号が記載されていること） 
⑤ 補助対象機器を含む設計図面等（設置場所ならびに空調用途が確認できるもの） 
⑥ 補助対象機器の設置状況を示す写真 
（補助対象機器の全景、銘板が写っており、型式、製造番号が判別できること） 

⑦ 既設（リニューアル）の場合、既設空調機の撤去を証する書類（撤去工事の契約書、 
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産業廃棄物処理契約書等） 
⑧ リースの場合（導入機器を貸与する目的で設置した場合）、リース契約書の写し 
（注）必要に応じ、別途資料の提出を請求することがあります。 

センターは、実績報告書を受理した後、書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その

報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認

めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助事業者に対し補助金支払確定通知書（様式第

１０）にて速やかに通知します。内容を確認のうえ、大切に保管して下さい。 

（６）補助金の支払いについて 

センターは、補助金額の確定後、補助事業者に補助金を交付します。 

※申請者が指定した口座に補助金が振り込まれます。振込み金額が「補助金支払確定通知書」

（様式１０）に記載された金額と一致していることを確認して下さい。 

（７）取得財産等の管理について 

補助金で取得した資産（取得財産等）については、取得財産等管理台帳（様式第１１）を備

え、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産等を処分しようとするときは、あら

かじめ財産処分承認申請書（様式第１２）をセンターに提出し、その承認を受ける必要があり

ます。 

 

（８）補助事業の中止について 

  申請者の都合等により、交付規程第９条の期間を過ぎて補助金の申請を取り下げる場合、速

やかにセンターにお申出いただき、指示に従ってください。なお、この場合、次年度以降の補

助金採択にあたり、不利な取り扱いを受ける場合があります。 

 

（９）他の国庫補助金等との関係について 

  本補助金を交付された場合、補助対象機器について、他の国庫補助金および税制優遇措置等

の適用を受けることはできません。 

 

その他、補助事業の手続きについては、高効率空調機導入支援事業補助金制度の「交付規程」

をご参照下さい。 
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７．年間スケジュール 

<公募期間>
第一回　４月１２日～５月２１日

第二回　６月  ７日～７月 ９日

＜審査委員会＞
第一回　６月上旬予定

第二回　７月中旬予定

交付決定日以降

～ 平成２３年３月４日

３月末

事
業
の
実
施
・
報
告
・
支
払
い

年間予定 申請者 日本エレクトロヒートセンター

公
募

選
考

交付申請の提出
（申請手続きの代行も可）

事業の公募

公募の受付

審査委員会

採択事業の決定

交付決定通知の送付

事業開始

工　　事

・支払い完了（事業完了）
・実績報告書等の作成・提出

検査・確定

確定通知の送付

補助金の支払

確定通知書の受理

補助金の受領

交付決定通知書に記載

された日以前には、設置

工事を着工できません。

センターの現地調査に

ご協力ください。 
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８．補助金交付手続きフロー 

申 請 者 日本エレクトロヒートセンター 

 

②審査（書類審査、審査委員会による審査）

① 交付申請 
「補助金交付申請書」（様式第１）を添付

書類とともに、センターへ提出して下さ

い。 

④ 交付決定通知書の受理 
「交付決定通知書」（様式第２）がセン

ターより送付されます。大切に保管して

下さい。 

設

置

工

事 

⑤ 設置工事着工 
「交付決定通知書」（様式第２）に記載され

る日以降、設置工事を着工して下さい。 

⑥ 支払い完了（事業完了）の報告 
「実績報告書（兼支払請求書）」（様式第

８）と「設置工事完了証明書（兼導入機

器費領収金額証明書）」（様式第９）を添

付書類とともにセンターへ提出して下

さい。 

⑦ 受理、審査 

⑧ 確定検査 
必要に応じて現地調査を実施します。 

⑨ 確定検査の受検 
必要に応じて、申請者に対し現地調

査が実施されます。ご協力願いま

す。 

⑩ 補助金支払確定通知書の発送 
「補助金支払確定通知書（様式第１０）

を申請者に送付します。 

⑪ 補助金支払確定通知書の受理 
「補助金支払確定通知書」がセンターよ

り送付されます。大切に保管して下さ

い。 

⑬ 補助金額の受領 

③ 交付決定通知書の送付 
「交付決定通知書」（様式第２）を申請者

に送付します。 
 
「実績報告書（兼支払請求書）（様式第８）、

「設置工事完了証明書（兼導入機器費領収

金額証明書）（様式第９）も同封します。

⑫ 補助金の交付 



＜一般の申請＞

■ 補助金交付申請書（様式第１－１）添付書類

１．補助対象機器の見積書（本体価格と消費税等を明記すること）

２．補助対象機器の仕様書

３. 補助対象機器を含む設計図面（設置場所ならびに空調用途が確認できるもの）

４．申請者の印鑑証明書又は登記簿謄本（発行日以降３ヶ月以内のもの）

５．リースの場合、補助金対象機器に関するリース料金計算書（補助金額相当が減額されていることを明示すること）

６．リースの場合、補助金対象機器に関するリース契約書

＜既設の申請＞

様式１－１の１～６に加え、既設であることを証するための以下の書類

・改修計画図

・既設空調機仕様書

・既設空調機の設置状況を示す写真

・既設空調機が設置されている建物の登記簿謄本（発行日から３ヶ月以内のもの）

・既設空調機のＣＯＰ・効率が分かる場合、それを証明できる書類（仕様書、カタログ等）およびＣＯＰ計算書

※審査に当たって別途資料の提出を請求することがあります。

■ 提出書類セルフチェックリスト

提出する前にセルフチェックしましょう。提出書類に不備があると受理できませんのでご注意下さい。

申請書 必要な項目は全て記入されていますか？

所定箇所に申請者の法人登録印又は実印が捺印されていますか？

申請者名と印鑑証明書又は登記簿謄本は同一になっていますか？

手続き代行者の方の名刺は添付されていますか？

各日付の確認 （a）公募開始日≦申請日＜補助事業開始予定日≦補助事業完了予定日

各日付の確認 （b）見積書発行日≦申請日

各能力（ｋW）・消費電力（ｋW）は５０Hｚ仕様の数値が明記されていますか？

冷房能力（ＲＴ）は小数点第三位を四捨五入されていますか？

他の国庫補助金についての有無は記入されていますか？

見積書 宛名は申請者名になっていますか？

発行者の社印は捺印してありますか？

メーカー名・型式・機器費（税抜）の単価・台数等が明記されていますか？

各日付の確認 （ａ）見積書発行日≦申請日

仕様書 公募要領Ｐ３の別表１～４の温度条件になっていますか？

設計図面等で設置場所ならびに空調用途が確認できますか？

補助金対象機器に関するリース料金計算書・・・リースの場合（補助金額相当が減額されていることを明示すること）

補助金対象機器に関するリース契約書・・・リースの場合

印鑑証明書 発行日以降3ヶ月以内のものになっていますか？

又は 申請者名と同一のものになっていますか？

登記簿謄本 申請者住所と同一のものになっていますか？

※申請時には、申請書に添付して提出して下ください

書 類 内 容

■ 補助金交付申請書（様式第１－２）添付書類

既設機器の効率・ＣＯＰが分かる場合はそれを証明できる書類（仕様書、カタログ等）およびＣＯＰ計算書

補助金交付申請チェックリスト



（様式第１-２）
（日本エレクトロヒートセンターにて記入） 申請日（記入日）

一般社団法人日本エレクトロヒートセンター　会長　殿

　　住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金（高効率空調機導入支援事業）
　交付規程第６条第３項の規定に基づき、下記のとおり補助金の交付を申請します。

１．申請者について
ﾌﾘｶﾞﾅ

法人登録印

ﾌﾘｶﾞﾅ 又は実印

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

２．手続代行者について
ﾌﾘｶﾞﾅ

＊申請手続きを代行者が代行する場合は、代行者の方の名刺を添付して下さい。

３．補助事業の内容
ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

 １．有 １．有
 ２．無 ２．無

台

ｋＷ ｋＷ

円

　本補助金は、経済産業省が定めた住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金（高効率空調機導入支援

事業）交付要綱第３条に基づき日本エレクトロヒートセンターに交付される国庫補助金から高効率空調機を設置しようとす

る方に交付するものです。

注１．押印は法人登録印又は実印とすること。 注２．この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

０５２－○○○－○○○○

名古屋市中区○○３丁目５番１号　○○ビル

空調　　太郎

東京

460-0000
都･道
府･県

アイチ　　　　　　　　　ナゴヤシナカク○○３チョウメ５バン１ゴウ　　○○ビル

○○空調設備機器株式会社 設備　　万全
ﾌﾘｶﾞﾅ

暖房　　温子

代表者名

セツビ　　　　　バンゼン○○クウチョウセツビキキカブシキガイシャ

撤去機器の証拠書類既設機器の撤去

エレクトロクウチョウカブシキガシャ　　　　　ナゴヤシテン○○エイギョウショ

１．ホテル等 ２．病院等 ３．物販店舗等 ４．事務所 ５．学校等 ６．飲食店等 ７．その他（  　 　）

アイチケン　　　　　　ナゴヤシナカク○○３チョウメ５バン１ゴウ

愛知

エレクトロ空調株式会社　　名古屋支店○○営業所

既築

補助金交付申請額
（消費税及び地方消費税は除く） 15,000,000

25

設置規模 1,980.80

月

413.00

補助事業の開始及び完了予定日
　　　　　　　　　(支払完了)

開始 22

郵便番号 トウキョウト　　　　　チュウオウクニホンバシ○○チョウ５チョウメ３バンチ

冷房(冷却)
能力合計

暖房(加熱)
能力合計

レイボウ　キクゾウ

連絡先ＦＡＸ０５２－○○○－○○○○

設置台数

年平成 日6
完了

(支払日)
日平成 23 年 51 月

又は

日7平成

記

22 年 5
受　付　番　号

（１／２）

補　助　金　交　付　申　請　書（既設：リニューアル）

氏　名

エレクトロクウチョウカブシキガイシャ

月

都･道
府･県 中央区日本橋○○町５丁目３番地103-0014

代表者名

クウチョウ　　タロウ

エレクトロ空調株式会社

法人名

部署名

ﾌﾘｶﾞﾅ

名古屋支店○○営業所 冷房　　喜久蔵

愛知

１．購入   ２．リース   ３．その他（　  　　　　　）取得区分

都･道
府･県 名古屋市中区○○３丁目５番１号

4

460-0000

建築区分

建物用途

申請者連絡先 担当者名

設置先
建物所在地

連絡先住所

郵便番号

連絡先電話番号

設置建物の名称

郵便番号

　　ナゴヤシテン○○エイギョウショ

連絡先電話番号

連絡先住所

郵便番号 ﾌﾘｶﾞﾅ

530-0000

手続代行者
連絡先

部署名

ﾌﾘｶﾞﾅ 　　　　　ホウジンエイギョウブ

法人営業部

法人名 ﾌﾘｶﾞﾅ

又は

氏　名

ダンボウ　アツコ

担当者名

大阪市北区○○１丁目６番１６号
都･道
府･県大阪

連絡先ＦＡＸ ０６－００００－０００００６－００００－００００

オオサカ　　　　　　　オオサカシキタク○○１チョウメ６バン１６ゴウ

社
印

 

 

 

        

  

          

 

 

 

 

 

 

２．補助対象機器について「Ｄの補助金交付申請額」と一致していること 

空調設置工事の開始予定日と補助事業の完了予定日をご記入下さい（建物工事全体の開始（完了）予定日で

はありません） なお、開始予定日は交付決定日以降となります 

また、完了予定日は、平成 23 年 3 月 4 日以前となります 

設置先が申請者の現住所と同じ場合でも省略せずにご記入下さい 

≪  「補助金交付申請書」（様式第 1－２）記入例  ≫（１／２） 

該 当 番 号 を ○

で囲んで下さい

申込日が空調設置工事着工予定日より前の日付であることが必要です

（見積書作成日より以降の日付であること） 

印鑑証明書・登記簿謄本に 

記載の住所をご記入下さい 

ご捺印下さい

センターからの問い合せ等の連絡が取れる先をご記入下さい 



（様式第１－２）

４．補助対象機器について

　台      　数   （台） 同仕様機器の台数＝①

（ｋＷ) 機器仕様書等より＝②

（ＲＴ) * ②×860÷3,024 ＝③

機器仕様書等より＝④

機器仕様書等より＝⑤ ｋＷ ｋＷ

機器仕様書等より＝⑥

機器仕様書等より＝⑦

機器仕様書等より＝⑧

高効率空調機本体に係る機器購入費用（円）・・工事費除く

（消費税及び地方消費税は除く）    　　       ⑨

機器購入費用から算定（円）　　　　 ⑨×1/3＝⑩

冷房(冷却）能力当りの補助上限額（円／RT）

補助上限額（円） 　　　　　　　　③×⑪＝⑫

一台当りの補助金額（円）  ⑩、⑫のうち低位な金額＝⑬

機種ごとの補助金額小計（円）  　　　　　　　　 ①×⑬＝⑭

※  空気温度条件、冷温水温度条件、冷却水温度条件等は公募要領P3の別表１～４とする。

　  １円未満については切り捨てること。

*   冷房(冷却）能力RT(RT） (小数点第三位を四捨五入) ＝ 冷房(冷却）能力(kＷ) × 860kcal/kWh ÷ 3,024(kcal/h)

** 冷房(冷却）能力当たりの補助上限額

空冷機器 １．チリングユニット＝62,000（円/RT）　２．ビル用マルチエアコン等＝5,000(円/RT)

水冷機器 ３．チリングユニット＝33,000（円/RT）　４．ターボ冷凍機＝55,000(円/RT)

５．他の国庫補助金等の関係
高効率空調機(補助対象機器)の設置に対して、本補助金以外に重複して補助対象機器について、他の国庫補助金等を受けることはできません。

高効率空調機(補助対象機器)設置に対する他の国庫補助金等

（添付書類）

１．補助金対象機器の見積書（本体価格と消費税等を明記すること）

２．補助金対象機器の仕様書

３. 補助金対象機器を含む設計図面等（設置場所ならびに空調用途が確認できるもの）

４．申請者の印鑑証明書又は登記簿謄本（発行日以降３ヶ月以内のもの）

５．既設（リニューアル）であることを証するための以下の書類

・改修計画図　　　　：既設空調機設置図面、系統図等

・既設空調機仕様書　：撤去する既設空調機の冷却能力が記されたメーカー発行の納入仕様書、カタログ等

・既設空調機の設置状況を示す写真

・既設空調機が設置されている建物の登記簿謄本（発行日から３ヶ月以内のもの）

・既設空調機のＣＯＰ・効率が分かる場合、それを証明できる書類（仕様書、カタログ等)およびＣＯＰ計算書

６．リースの場合、補助金対象機器に関するリース料金計算書（補助金額相当が減額されていることを明示すること）

７．リースの場合、補助金対象機器に関するリース契約書（案）

※審査に当たって別途資料の提出を請求することがあります。

補
助
金
交
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申
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算
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根
拠
（

一
台
当
り
） 71,650

ｋＷ

5,166,666

15,500,000

1,660,000

暖房ガス消費量      （ｋＷ)

4,980,000

71,650

ｋＷ冷房（冷却）消費電力（ｋＷ)

冷房ガス消費量　　　（ｋＷ)

一
台
当
り

冷
房
・

冷
却

5,166,666

ＲＴ
冷房(冷却)能力

   　**
   　⑪

85.32

一
台
当
り

暖
房
・
加
熱

300.00 ｋＷ

80.00

300.00 ｋＷ50.40

　NO．1 　

Ｒ４０７Ｃ

　NO．2 　

　型　　　　　式

　メ　ー　カ　ー

　冷媒の種類（番号）

　NO．3 　

1

○○電気

ＣＤＥ-3456

○○工業

ＢＣＤ－2345

1 2 3

Ｒ１３４ａ

台

ＡＢＣ－1234

台

ｋＷ

2

12.60 ｋＷ

ＲＴ14.33 449.34

280.50

ｋＷ

ｋＷ

ｋＷ56.50

ｋＷ

ｋＷ

ｋＷ

（２／２）

台

ｋＷ

ＲＴ

1

1,580.00

△△工業

Ｒ１３４ａ

補　助　金　交　付　申　請　書（既設：リニューアル）

種類（番号を記入）

10,000,000

13.90 ｋＷ

30,000,000

ｋＷ

80.00 ｋＷ

暖房(加熱）能力　　 （ｋＷ)

暖房(加熱)消費電力  （ｋＷ)

10,000,0005,166,666

62,000

5,289,840

5,000 33,000

14,828,220

10,000,000

143,300

円補助金交付申請額 15,000,000

有　　・　　無

 　⑭のNo.1～3の合計、一件あたりの上限額１５百万円の内、低位な金額 ＝Ｄ 

 ３.チリングユニット

 ４.ターボ冷凍機

１.チリングユニット

２.ビル用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ等 水冷空冷

 

 

       

    

 

 

             該当する番号をご記入下さい

必ずご記入 

下さい 

小数点第 3 位を四捨五入してご記入下さい 

添付書類の見積書に記載されている機器の購入価格（税抜き）をご記入下さい 

算出において端数が生じた場合は、1 円未満を切捨てしてご記入下さい 

≪  「補助金交付申請書」（様式第 1－２）記入例  ≫（２／２）

機種ごとの補助金額小計（⑭）が１５百万円を超える場合、 

補助金交付申請額は上限額１５百万円となります。 

申込み 

 

 



 

  

 

        

平成　16　年　11月　20　日

（申請者名）

ヒートポンプ商事株式会社 殿

（設置工事会社等）

〒 200-0000

住　所 東京都中央区○○町５丁目２番地

会社名 ○○○販売　株式会社 社印

代表者氏名 空冷　○雄

担当者氏名 暖房　花子

電話番号 ０３-○○○○-６６６６

注１．本用紙のコピーを大切に５年間保管して下さい。

注２．この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４を使用下さい。

　ヒートポンプ商事株式会社　○○支店

○○○，○○○1ＡＢＣ－１２３ ○○○，○○○○○○○（株）

設置先建物名(仮称）

補　助　対　象　空　調　器　見　積　書

記

補助対象機器の機器費に係る見積書は下記のとおりです。

機　器　費

メーカー 金額(Ａ)×(Ｂ)(円）設置台数(Ｂ)見積単価(Ａ)（円）機器型式

｢税抜」

 

≪ 添付書類「見積書」参考例 ≫

「補助金交付申請書」（様式第 1）の申請者名（法人又は氏名）を

ご記入下さい 

申請書の申請日と同日かそれより前の日付であることが必要です 

見積書の発行者は、設置工事

会社と異なっても結構です 

社印をご捺印下さい 

「補助金交付申請書」（様式第 1）の設置建物の 

名称をご記入下さい 

合計額（税抜き） 1 台あたりの機器費（税抜き） 

平成 22 年 5 月 1 日 

100-0000

エレクトロ空調株式会社

エレクトロ空調株式会社名古屋支店○○営業所 


